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改正雇用対策法及び外国人指針に基づく事業主指導等の具体的対応について

改正雇用対策法及び外国人指針に基づく事業主指導等の実施については､平成19年10月 1日

付け基発第1001015号､職発第1001005号､能発第1001002号､庁保発第1001001号 ｢改正雇用対

策法及び外国人指針に基づく事業主指導等の強化について｣(以下 ｢連名通達｣ という｡)によ

り通達されたところであるが､その実施に当たっては､下記に留意の上､迅速かつ的確な対応

をお願いする｡

記

1 周知及び啓発 ･指導に係る関係行政機関の連携

(1)外国人指針等の周知

連名通達の記の2(2)のとおり､外国人指針等については､広報活動､労使団体に対す

る指導､公共職業安定所､労働基準監督署等における相談等､様々な機会を捉え､関係行
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政機関が連携に努めるなどにより､効率的かつ効果的な周知徹底に努めること｡

また､必要に応じ､別添のパンフレットを活用すること｡

(2)啓発 ･指導

外国人時針に基づく事業主指導等については､連名通達により､公共職業安定所を中心

とした指導等の枠組みが示されたところであるが､労働基牽監督署においても､監督指導

等の機会に外国人労働者を使用する事業主に対し､指針の啓発指導を行うこと｡

2 関係行政機関-の情報提供

連名通達の記の3のとおり､事業所訪問の際の事業主等の対応等により､労働保険未加入

等の疑いがある事案､偽装請負の疑いがある事案､社会保険未加入等の疑いがある事案､労

働条件の確保等対処することが必要な事案､出入国管理法令違反の疑いがある事案又は技能

実習の適正な実施の確保等対処することが必要な事案を把握した場合については､公共職業

安定所長 (以下 ｢安定所長｣ という｡)は､3に掲げる方法により､関係行政機関に対し情報

提供を行うこと｡

3 情報提供の方法

情報提供について､安定所長は､労働保険未加入等の疑いがある事案については､当該事

案に係る事業所の所在地を管轄する労働局職業安定部職業対策課 (以下 ｢職業対策課｣とい

う｡)を通じ当該事案に係る事業所の所在地を管轄する労働局労働保険適用担当課室長 (以下

｢労働保険適用担当課室長｣ という｡)-､偽装韓負の疑いのある事案については､当該事案･､L
に係る事業所の所在地を管轄する職業対策課を通じ当該事案に係る事業所の所在地を管轄す

る労働局職業安定部需給調整事業担当課室長 (以下 ｢需給調整事業担当課室長｣という｡)-､

社会保険未加入等の疑いがある事案については､当該事案に係る事業所の所在地を管轄する

職業対策課を通じ当該事案に係る事業所の所在地を管轄する社会保険事務局長-､労働条件

の確保を図る観点から対処することが必要な事案については､当該事案に係る事業場 (所)

の所在地を管轄する労働基準監督署長-､出入国管理法令違反の疑いがある事案については､

当該事案に係る事業所の所在地を管轄する職業対策課を通じ当該事案に係る事業所の所在地

を管轄する地方入国管理局長 ･支局長-､技能実習の適正な実施の確保等対処することが必

要な事案については､当該事案に係る事業所の所在地を管轄する職業対策課を通じ本省職業

能力開発局外国人研修推進室長-行うこと｡

なお､当該情報提供を行うに当たっての様式については､別紙様式 1によるものとするこ

と｡

4 処理結果の回報

情報提供を行った事案の処理結果について､労働保険適用担当課室長､需給調整事業担当
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課室長､社会保険事務局長及び本省職業能力開発局外国人研修推進室長は､職業対策課を通

じ､また､労働基準監督署長は､直接､当該処理に係る情報提供を行った安定所長に対し回

報することとする｡

なお､当該回報を行 うに当たっての様式については､別紙様式2によるものとすること｡
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別紙様式 1

第 号

年 月 日

労 働 局 労 働 保 険 適 用 担 当 課 室 長 殿

労働局職業安定部需給調整事業担当課室長 殿

労 働 革 準 監 督 署 長 殿

社 会 保 険 事 務 局 長 殿

地 方 入 国 管 理 局 長 . 支 局 長 殿

本省職業能力開発局外国人研修推進室長 殿

公共職業安定所長情報提供等について平成19年10月 1日付け基発第1001015号 .職発第1001005号 .能発第1001002号 .庁保

発第1001001号に-基づき､次のとお り情報を提供 します○

所在可

事 案 の 種 棟 労働保険関係 .労働者派遣関係 .労働基準関係 .社会保険関係

･出入国管理鋲令関係 .技能実習関係 .その他

事 案 の 概 要

(注)｢事案の概要｣欄については､簡潔に記入することO
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別紙様式 2

第 号

年 月 日公共職業安定所長 殿

労 働 局 労 働 保 険 適 用 担 当 課 室 長

労働局職業安定部需給調整事業担当課室長

労 働 基 準 監 督 署 長

社 会 保 険 事 務 局 長

置を行ったので回報 しますo

情 報 提 侯事 業 場 (所 ) 名 画所在可

事 案 の 種 類 労働保険関係 .労働者派遣関係 .労働基準関係 .社会保険関係

暮技能実習関係 .その他

措 置 し た 内 容

(注)｢措置 した内容｣欄については､具体的に記入す ること｡
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( 冒凍 )

事業主のみなさまへ

る場合のル-ルが新しく
ら)

厚生労働省 ･都道府県労働局 ･公共職業安定所 1



外国人登録証明書

旅券(パスポート)面の上陸許可証印

Q & A

①氏名(姓､名､ミドルネ-ム

の順で記載されています｡)

②在留資格

③在留期限

④生年月日

⑤性別

⑥国籍

資格外活動許可書

I)rJlLJ机q̂.AIu .1日JltJ:JILt̂ ME.B と十も.

※資格外活動許可を得て就労する外国人の場合は､
上の資格外活動許可書等で資格外活動許可の有無､
許可の期限､許可されている活動の内容をご確認く
ださい｡

也:雇入れの際､氏名や言語などから､外国人であるとは判断できず､在留資格等の確認.届出をしなかった場
合､どうなりますか｡

A:在留資格等の確認は､雇い入れようとする方について､通常の注意力をもって､その方が外国人であると
判断できる場合に行ってくださいO氏名や言語などから､その方が外国人やあることが一般的に明らかでな
いケースであれば､確認暮届出をしなかったからといって､法違反を問われることにはなりませんo

也:通常外国人であると判断できる場合に､在留資格等を確認しなかった場合､罰則の対象になりますか｡
A:お尋ねのようなケースは､指導､勧告等の対象になるとともに､30万円以下の罰金の対象とされています｡

Q:雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が､届出期限前に離職した場合.
雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか｡

A:まとめて行うことが可能です｡様式中に､雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出てください｡

也:例えば､届出期限内に､同一の外国人を何度か雇い入れた場合､複数回にわたる雇入れ･離職をまとめて
届け出ることはできますか｡

A:まとめて行うことが可能ですo様式は､雇入れ･離職日を複数記載できるようになっていますので､それぞれ
の雇入れ･離職日を記載して提出してください｡

也:留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか｡
A:対象となりますO届出に当たっては､資格外活動の許可を得ていることも確認してくださいO
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⑳ 外Bl人労働者の雇用管理の改善等に関 して事業壷が漣切に対処するための指針 (珍)

※ 指針の うち雇用管理の改善等に関するポイン トをまとめたものです (外国人雇用状

況の届出については､P2～3をご覧 ください)0

※ 全文についてはホームペー ジをご参照 くださいo (厚生労働省 HPトップペ-ジ-

行政分野 ごとの情報 ｢雇用｣-分野別施策紹介 ｢外国人雇用対策｣)

(h建地 L亜適迅旦｣旦∠麺1週蓮型Ou,/'gaikoku山1.htmI)

○基本的考え方

事業主は外国人労働者について､.

･ 外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下､L的沼鋸締 沌甜汗17....':::能 力,左T./発揮しつつ

0外国人労働者の雇用管理の改善等に関 して事業主が構ずべき措置

外国人労働者の募集及び採用の適正化

1募集

募集に当たって､従事すべき業務内容･賃金､労働時間､就業場所､労働契約期間､労働･社

会保険関係法令の適用に関する事項について､書面の交付又は電子メール(希望のあった場合

に限る)により､明示すること｡特に､外国人が国外に居住している場合は､事業主による渡航費用

の負担､住居の確保等の募集条件の詳細について､あらかじめ明確にするよう努めること｡

また､国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には､許可又は届出のある職業紹

介事業者から受けるものとし､粗暴安弘,)::A/黒.雪柳銅 帖を津'.･に違反車:渚 か仁,i',蜂 '･▲二､吐吉を堂さす

か ′ことO

職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり､閏舘によi.-'･'糾樟-炉材 ,豆 粕舶相律きい

をし加 ､よう十分留意すること｡

2採用

採用に当たって､裾 湧､L幻､六日ま行封～日.‥ 徒事一叛 ,t二と.I:lr･fi-.'･LlU･宜 .,右,る音笑 皇',･･:ly:～i･･:をsli齢;:?.するこ

ととし､従事することが認められない者については､採用してはならないこと｡

在留資格の範囲内で､外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう､公平な蟻川選

封こ努めることo

新規学卒者等を採用する際､留学生であることを理由として､その対象から除外することのない

ようにするとともに､異なる教育､文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により､企業

の活性化･国際化を図るために疫､肝習 ･裾 l･甥 :裾採 服 .:沼 言 .汰 ,.I:13-rj潮 であることに留意す

ること｡

適正な労働条件の確保

1均等待遇

労働者の…叫離.鮎 的 しこ､埼ji,1､,11日'鋸 細 喜 ′朝 /-:,灘 斜 里 -.､ I.已,lzj的i摘ま一弓L/I-1'
鮮膏4ことO
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適切 な人事 管理 ､教育訓練､ー福利厚生等

1適切な人事管理

職場で求められる資質､能力等の社員像の明確化､職場における円滑なコミュニケーションの前提

となる条件の整備､評価･賃金決定､配置等の人事管理に関する運用の透明化等､封 鈷:吊揖凋二

恒(.雄IL∴ヤ :｢川掛fl';II.,亜舶 こ努めることo

2生活･指導等

卜‖:語 裾 '.｢及び 日本の生活習慣､文化､風習､雇用慣行等について理解を深めるための指導を行

うとともに､外国人労働者からのILhir日 .こ,･'::i服 薬巨′′,畑糾 こ応じるように努めることo

3 教育訓練の実施等

教結昭 雄の実施その他必要な措置を詩ずるように努めるとともに､照 i･- 判 読(,青潮 鮒 茄 判 に庸ミ･

'凸 ハ尊大研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努めること｡

4 福利厚生施設

適 切な暗狛〔;'減損之を確保するように努めるとともに､給食､医療､教養､文化､体育､レクリエーショ

ン等の施設の利用について､十分な機会が保障されるように努めること｡

5 帰国及び在留資格の変更等の援助

在留期間が満了する場合には､雇用関係を終了し､帰国のための手続の相談等を行うように努める

ことOまた､在留資格の変更等の際は､手続に当たっての勤務時間の配慮等を行うように努めること｡

6 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項

派遣元事業主は､労働者派遣法を遵守し､適正な事業運営を行うこと｡

･従事する業務内容､就業場所､当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等､

派遣鉱蓑 (]膏 雄二的内本{/)当綾外国人労碑津十､･細別示

･派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名､労働 ･社会保険の加入の有無の通知 等

派遣先は､労働音肺誌摘噂;E,/)許可;<'.は届出(/塙 い 昔 かJ.,法外岡 上割勘賢に係る労曲l紺相投 I.lfL･
けないこと｡さらに､請負を行う事業主にあってほ､請負契約の名 目で実質的に労働者供給事業又は

労働者派遣事業を行わないよう､職業安定法及び労働者派遣法を遵守することO

請負を行う事業主は､雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他事業主の事業所内で

ある場合に､当該事業所内で､脚 旧j虜 糾侶摘号二人事管理､牛沼融 寮等明 揖 巌 :汁;i･.せ ることO

解雇 の予防及 び再就職援助

事業規模の縮小等を行おうとするときは､外国人労働者に対して宏 を,5,;'封,jfyt:雇雪巧,'::ti.巨告･､ようにする

とともに､やむを得ず解雇等を行う場合は､再就職を希望する者に対して､関連企業等-のあっせん､教

育訓練等の実施 ･受講あっせん､求人情報の提供等当該外国人労働者の狛 '縄 目藩主黒こし圭 伸銅 糾 ':

明紀 .:'iI;:',i:う､必要;!'津三助扇 lJ.-'ように努めることO

○外国人労働者 の雇用労務責任者の選任

外国人労働者を常時十人以上雇用するときは､この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項
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